
時間外労働の上限規制に関する説明会のご案内 

       

 

対象：建設業      大分労働局 労働基準監督署 

 

平素より労働基準行政の運営につきまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

さて、労働者がそれぞれの事情に応じて、多様な働き方を選択できる社会を実現する

「働き方改革」を総合的に推進するために、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実

現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等がますます重要となっております。 

つきましては、事業場の労務管理担当者等を対象とした、時間外労働の上限規制の内容

を中心として働き方改革に関する説明会を開催いたしますので、お忙しい折とは存じます

が、是非ご参加いただきますようお願い申し上げます。 

説明会日程は裏面のとおりです。 

なお、本説明会における運営は、厚生労働省委託会社である株式会社読売エージェンシ

ーが行います。 

ご不明な点等がございましたら、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。 

 

 

＜主な説明内容＞ ○ 建設の事業における時間外労働・休日労働について 

○ 建設業の働き方改革に向けて 

○ 同一労働同一賃金について 

○ 各種助成金の説明 

 

＜申込方法＞ 

時間外労働の上限規制説明会専用 HP 

        よりお申し込みください。 

 

専用 HP URL＜https://jogenkisei.mhlw.go.jp/＞ 

 

※お客様からお預かりした個人情報は、ご連絡や業務のご案内及びご質問に対する回答

の際に限り、利用させていただきます。 



 

＜日程・会場＞ 

 

【大分会場】 

＜日程＞ 令和 7 年 11 月 25 日（火） 14：00～16：00 

＜会場＞ 大分県労働福祉会館ソレイユ 6 階つばき 

住所 〒870-0035 大分県大分市中央町 4 丁目 2 番 5 号 

 

【中津会場】  

＜日程＞ 令和 7 年 11 月 26 日（水） 14：00～16：00 

＜会場＞ 中津商工会議所 3 階大ホール 

住所 〒871-8510 大分県中津市殿町 1383-1 

 

【日田会場】 

＜日程＞ 令和 7 年 11 月 27 日（木） 14：00～16：00 

＜会場＞ 日田市中央公民館 会議室１（日田市複合文化施設 AOSE 内）  

住所 〒877-0003 大分県日田市上城内町 2 番 6 号 

 

【豊後大野会場】 

＜日程＞ 令和 7 年 11 月 27 日（木） 14：00～16：00 

＜会場＞ エイトピアおおの 第 1 会議室 

住所 〒879-7125 大分県豊後大野市三重町内田 878 番地 

 

【佐伯会場】 

＜日程＞ 令和 7 年 11 月 28 日（金） 14：00～16：00 

＜会場＞ 佐伯市保健福祉総合センター和楽 第 1 会議室 

住所 〒876-0844 大分県佐伯市向島 1 丁目 3 番 8 号 

 

 

******************************************************************************** 

【お問い合せ先】 

     株式会社読売エージェンシー 

『時間外労働の上限規制に関する説明会事務局』 

TEL＜03-5226-9911＞ ※平日 10:00～17:00 

E-mail：jogenkiseisupport@jogenkisei.mhlw.go.jp 

******************************************************************************** 


